
                             
 

平成 30年度 

第 6回香美市まちづくり委員会会議録要旨 

 

日 時 ： 平成 30年 11月 9日（金）午後 6時 30分～午後 8時 20分 

場 所 ： 香美市役所 3階会議室 301・302 

出席者 ： まちづくり委員 12名       企画財政課長、企画調整班 3名 

欠席者 ： 11名  

会  長 ： 公文久郎委員 

 

最初に前回の協議で出た意見の意味などを踏まえて修正した条例案の説明を事務局が行い、

大きく修正するところがなければ了承をいただきたい。 

その後、施行規則について小委員会ごとに協議を行い、最後に全体会で小委員会から出た

意見を発表してもらう。 

 

・会長開会の挨拶 

 

【協議内容】 

協働のまちづくり条例について 

１．修正案について  ・当日配布した条例（案）新旧対照表を使用して主な変更点について説明を行う。  ・第 2 条（1）「市民」の定義は施行規則との整合性をとるために、さらに「市内に住所

を有する人、市内で働く人、市内で学ぶ人、市内で事業を営む人、市内で活動する人

及び法人その他の団体をいう。」に変更する。 

 

２．施行規則について  小委員会ごとに協議を行った。 

 

３．全体会  （健康福祉・教育小委員会） 

・第 2条（2）「社会福祉協議会等」を「社会福祉法人等」にした方がもっと広く含まれて、

今の現在の状況にあっているのではないか。 

・第 3条（2）ア「意見交換型世論調査」をシンプルに「アンケート調査」にしたらどうか。

そもそもアンケート調査も必要だし、エ「ワークショップ手法等による施策立案会議制

度」を組み合わせれば「意見交換型世論調査」と同じようなものが実現できるため。 

・第 3条第 2項「・・・複数選択して」は事業に適切なものを選択して実施した方が良い

ので、「複数」を削除してはどうか。 

・第 4条（1）「・・・活動拠点の提供」は実際難しいと思われるので、「活動促進に資する

ための積極的な情報の収集及び提供を」に変更してはどうか。 

 



               

 

（建設・環境小委員会） 

・第 2条（3）「高等学校、幼稚園」は教育研究機関とは言えず、性質を考えるとここに列

挙するのは違和感があるので、「大学等の教育研究機関」にしたら良いのではないか。 

・第 2条（5）内容がわかりにくいので、「自発的かつ自立的に公益活動を行う集団。ただ

し、政治団体、宗教団体等は除く」など表現を工夫する。 

・第 2条から第 3条までの間、条例第 2条を対象としたものから条例第 9条を対象とした

ものに飛んでおり、条例第 3条から第 8条までで施行規則が必要なものがないか検討し

てみたが、新たに施行規則を作り出すのは難しく、具体的なものは出てこなかった。 

・第 3条（1）イ「出前講座等まちづくり学習制度」は、市民の参画を規定した制度とする

には違和感があり、別立てで作るか、学習して理解を深めてもらうことなので（3）市民

の参画を促進するしくみに載せた方が良いのでは。 

・第 3条（3）エ「地域活性化総合補助金」は事務局から削除したい意向があり、それにつ

いて異論はない。 

・第 3 条（5）他の文章との整合性もあるので、「その他条例の目的を達成するための参画

のしくみで、市長が必要と認めたもの」と少し短くしてはどうか。 

・第 4 条（1）「協働のまちづくりネットワーク」自体がイメージしづらく、この団体が必

要かという疑問もあり、必要であれば（3）「その他市長が必要と認める組織又は機関」

に含むことができるので、（1）は削除してはどうか。 

  （産業・まちづくり小委員会） 

・第 2条（5）の説明を事務局に求め、文章をもう少しわかりやすく変えてほしい。 

→協働のまちづくりをする団体は公益活動を行う団体を全て含めることと、政治、宗教に

関わるものは政教分離の関係もあり行政からは除いていることを載せている。文章は再

度協議する。  ・第 3条（2）ア「意見交換型世論調査」はどのような内容なのか。  →あるテーマや課題について無作為抽出された市民の方がアンケートを行い、その結果に
基づいて、アンケートに答えた市民の方に集まってもらって議論をしながら１つの意見

を作っていくことで、実際香美市では行っていない。参考にした三芳町では行っている。  ・第 3条（3）エ「地域活性化総合補助金」は削除が良いのではないか。  ・第 3条（4）「ア」の表示は削除する。  ・第 4条（1）「活動拠点」の意味合いがわかりづらいので削除が良い。  ・第 4条（2）「前各号」の「各」を削除する。 

  （その他） 

・第 2 条は「・・・掲げるもの」としているにも関わらず、（5）は除くものが書かれてい

るので、第 2 項を作って「次の各号に揚げるものは含まない」として、政治、宗教団体

や暴力団についても記載して、含めるものと除くものの文章を分けた方がわかりやすい。 

→いただいた意見を参考に、どこまで細かく書ききるかも含めて検討していく。 

 

・会長閉会の挨拶 


